
ボイラー運転及び設備保全管理業務仕様書 

 

１ ボイラー取扱作業主任者の派遣 

  ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく有資格者１名を常駐させること。 

 

２ 業務の場所 

  管理棟１階機械室 

 

３ 運転期間及び時間 

（１）運転期間 

    令和６年１１月２５日から令和７年３月１７日 

   （別紙「令和６年度管理棟ボイラー運転日程表」のとおり） 

（２）運転時間 

   （平日）午前８時から午後４時まで 

    

４ 業務内容 

（１）ボイラーの運転調整 

（２）各装置（付属装置等を含む。）の機能点検調整 

（３）各部のガス、油、水等の漏れ点検調整 

（４）ボイラー燃焼状況監視 

（５）燃料及び冷媒等の消耗状況調査 

（６）煤煙濃度の監視及び調整 

（７）空気及び換気設備の運転状況調査点検 

（８）換気装置適時運転 

 

 

 

 

 



 


